
『自動車整備関係法令と解説（令和5年版）』正誤表 

 誤 正

■175 ページ左列上から 10行目 
 国土交通省令…則第 35条の 6 
        別表第 2 

 国土交通省令…則第 35条の 4 
        別表第 2 

■175 ページ左列上から 12行目 
 検査の実施…則第 35条の 6 
 方法    別表第 2 

 検査の実施…則第 35条の 4 
 方法    別表第 2 

■176 ページ左列上から 2行目 
 検査の実施…則第 35条の 6 
 の方法   別表第 2 

 検査の実施…則第 35条の 4 
 の方法   別表第 2 

■176 ページ左列下から 5行目 
 検査の実施…則第 35条の 6 
 の方法   別表第 2 

 検査の実施…則第 35条の 4 
 の方法   別表第 2 

■225 ページ左列下から 4行目 
 第 35 条の 4 自動車検査の記録事項 
 第 35 条の 5 自動車検査証の利用 
 第 35 条の 6 検査の実施の方法 
 第 36 条 新規検査の申請 

 第 35 条の 4 検査の実施方法 
 第 36 条 新規検査の申請 


